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資料４ 事業者指導課（在宅指導係）からのお知らせ

１ 事業者指導課に提出が必要な書類について

(1)条例制定に伴う「運営規程の変更届出」及び「 役員等が暴力団員でない旨の）誓約（

書、役員等名簿

基準条例において 「運営規程の記載事項」及び「暴力団員の排除」が追加された、

ことに伴い、変更届の提出が必要となりますので、下記の期限までに提出してくださ

い。

（※平成２５年４月１日以降に提出すること ）提出期限：平成２５年４月３０日 。

（提出書類）

Ｐ６５の記載例を参照のこと。① 変更届出書（様式第４号）

Ｐ２５の「運営規程」を参照のこと。② 運営規程（変更後のもの）

※条例制定に伴う追加項目のほか も見直しが必要な場、「従業者の員数」の記載方法

合があるので留意すること。

※変更した項目がわかるようにしてください。

③ （新様式は平成２５年３月中にホームページ掲載の予定）誓約書

※【居宅サービス】用 【介護予防サービス】用の２種類を提出すること。、

④ （新様式は平成２５年３月中にホームページ掲載の予定）役員等名簿

※平成２５年４月１日現在の役員等を記載すること。

。なお、「 」 。役員等 には管理者が含まれるので注意すること Ｐ７０の記載例を参照

２ 平成２５年４月１日以降に「体制届」を提出する場合、新たに「変更届出書 （様式」

第４号）が必要となります。

平成２４年度までは 「体制届」を提出する際に 「指定居宅サービス事業者等変更届出、 、

書 （様式第４号）の提出を不要としていましたが、平成２５年度からは、新たに提出を」

求めることとします 「変更があった事項」の２０番・介護給付日の請求に関する事項に。

○を付して、変更の内容、変更年月日等を記載の上 「体制届」と併せて提出してくださ、

い。

３ 平成２６年３月３１日で指定有効期間の６年を満了する事業所の更新手続について

平成２６年３月３１日において、多くの指定介護保険事業者が一斉に６年間の指定有効

事業所ごとに『指定更新申請書』の提出期限を前倒しするこ期間を満了することに伴い、

（省略可能な書類についても現在検討中です ）ととします。 。
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なお、提出期限及び必要書類等の詳細については 『更新のお知らせ』を各事業所あて、

に送付しますので、御協力をお願いします。

※『更新のお知らせ』は、岡山市事業者指導課において事業所ごとに設定する提出期限の

します。おおむね２月前に送付

４ 「変更届 「体制届」に係る様式及び手引きのホームページ掲載について」、

岡山市事業者指導課のホームページ（下記参照）に「変更届 「体制届」の必要書類を」、

掲載しました。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00033.html・ 変更届」「

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00042.html・ 体制届」「

今後は、上記の岡山市版「変更届 ・ 体制届」の様式及び手引きをご使用ください。」「

なお 「指定（更新）申請書」等については、現在準備中のため、岡山県長寿社会課ホ、

ームページ掲載の手引き・様式を使用してください。

※上記の申請・届出に係る提出書類等については、現在見直しを検討中です。

となっていますので、定期的平成２５年３月中に、平成２５年度版に更新する予定

に岡山市事業者指導課ホームページを確認してください。

＜ 岡山市事業者指導課ホームページ＞

（http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html）

【岡山市ホームページのトップページ】の左下の【市役所のご案内（組織・部署案内】）

→ 【保健福祉局】→ 【事業者指導課】→ 【事業者指導課のトップページ】

→ 【介護保険（在宅型サービス】）

５ 「条例施行規則」及び「運用上の留意事項」のホームページ掲載について

条例の制定に伴い、本市独自に規定した基準等について、条例施行規則及び運用上の留

意事項を定める予定です。平成２５年３月中に岡山市事業者指導課ホームページに掲載す

る予定ですので、必ず確認してください。

６ 疑義照会（質問）について

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、原則として

「質問票」により、 送信してください。ＦＡＸにて
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質 問 票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課在宅指導係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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